
公 表 資 料 
令和２年１０月９日                          

防 衛 省 
 

自衛隊法第６５条の１１第５項の規定に基づく自衛隊員の再就職 
状況の報告（令和２年４月１日～同年６月３０日分） 

 
自衛隊員の再就職状況については、管理職隊員（特別の機関、地方支分部局等

を含む本省課長・企画官相当職以上※）が、離職後２年以内に再就職した場合等

において、その再就職情報（氏名、離職時の官職又は階級、再就職先の名称・地

位、防衛大臣又は官民人材交流センターの援助の有無等）について、防衛大臣に

届出を行うこととされています。 
 本日、令和２年４月１日から同年６月３０日までの間に防衛省において受理し

た再就職情報について、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第６５条の１１

第５項の規定に基づき、防衛大臣から内閣に報告を行いましたので、別紙１及び

別紙２により公表します。 
 

※ 自 衛 官：１等陸佐、１等海佐又は１等空佐以上（ただし、自衛官俸給

表の１等陸佐、１等海佐及び１等空佐の（三）欄に定める額

の俸給の支給を受ける者にあっては、俸給の特別調整額が一

種又は二種とされる官職に就いていた者以外の者を除く。） 

事務官等：行政職（一）７級以上の者又はこれに相当する者（ただし、

行政職（一）７級及びこれに相当する者にあっては、俸給の

特別調整額が一種又は二種とされる官職に就いていた者以外

の者を除く。） 

 

〔概要〕 
  本件報告に係る届出の件数は６２件 

再就職先区分別では、国又は地方公共団体の機関が１５件、国立大学法人が

１件、一般社団法人又は一般財団法人が４件、学校法人、社会福祉法人又は更

生保護法人が２件、その他の非営利法人が５件、営利法人が３４件、自営業が

１件。 

 

【連絡先】 
  防衛省人事教育局人事計画・補任課再就職等監視室 

電話：０３－３２６０－０８１２（直通） 



府省等名

防衛省

防衛省 15      -        1        -        -        -        4        2        5        34      1        -        62      
1

その他特殊法人 合計

-                                 

自衛隊法第65条の11第４項
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自衛隊法第65条の11第５項の規定に基づく報告の概要　
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自 至

1 川嶋　幾夫 55
防衛研究所政策研究部軍事戦
略研究室主任研究官

R1.10.28 R1.11.26

防衛研究所政策
研究部軍事戦略
研究室主任研究
官

H31.3.16 R2.3.16

米軍の統合運用
の状況に関する
調査研究。この
うち、宇宙・サ
イバー空間の領
域を担当。

R2.3.16 R2.4.1 株式会社資生堂掛川工場
メーキャップ製品、スキンケ
ア製品、医薬品、ヒアルロン
酸の生産

総務・人事
マネージャー
Grade2

無 有

2 山田　和呂 56
海上自衛隊第２１整備補給隊
司令

R1.9.19 R2.4.3
海上自衛隊第２
１整備補給隊司
令

R1.9.19 R2.4.28 隊務統括 R2.4.28 R2.4.29 音羽電機工業株式会社
抵抗器・変成器・複合部品製
造業

担当部長 無 有

3 軍司　雅人 56
航空自衛隊南西航空方面隊司
令部幕僚長

R1.11.22 R2.5.26
航空自衛隊南西
航空方面隊司令
部幕僚長

R1.11.22 R2.6.15
方面隊司令部の
各種業務の総括

R2.6.15 R2.7.1 日立造船株式会社
環境保全装置、プラント、水
処理装置、機械等の設計、製
作

運営施設管理
者（副参事扱
い）（常勤嘱
託）

無 有

4 植村　茂己 56 航空自衛隊補給本部総務部長 R1.7.3 R2.5.29
航空自衛隊補給
本部総務部長

R1.7.3 R2.6.17

補給本部隷下補
給処、隊員に対
する本部長意図
の徹底及び総務
全般に係わる統
括業務

R2.6.17 R2.7.1
一般財団法人自衛隊援護協
会

退職予定自衛官及び退職自衛
官に対する無料職業紹介事業

名古屋支部長 無 有

5 日髙　芳浩 56
航空自衛隊航空戦術教導団高
射教導群司令

R2.4.22 R2.6.9
航空自衛隊航空
戦術教導団高射
教導群司令

R2.4.22 R2.6.19

地対空誘導弾の
運用等における
部隊への教導及
び運用研究に関
する指揮及び監
督

R2.6.19 R2.7.1 三菱重工業株式会社
航空機、宇宙機器及び飛しょ
う体の製造、販売及び修理

顧問 無 有

6 髙橋　英雅 56
海上自衛隊東京業務隊付（海
上自衛隊基礎情報支援隊司
令）

R1.12.24 R2.3.2

①海上自衛隊基
礎情報支援隊司
令　②海上自衛
隊東京業務隊付

①R1.12.24
②R2.4.10

①R2.4.9　②
R2.6.23

①隊務統括　②
特に命じられた
事項

R2.6.23 R2.7.1 学校法人日本大学 大学等運営 学校事務職員 無 有

7 長井　竜夫 56
航空自衛隊航空教育集団司令
部装備部長

R2.3.4 R2.5.15
航空自衛隊航空
教育集団司令部
装備部長

R2.3.4 R2.6.27

教育訓練に必要
な各種資機材の
維持管理に関す
る監督及び指導

R2.6.27 R2.7.1
株式会社三井Ｅ＆Ｓビジネ
スサービス

人事・総務、財務・経理など
のシェアードサービス

主管（嘱託） 無 有

8 谷口　誠 56
航空自衛隊西部航空警戒管制
団整備補給群司令

R1.11.15 R1.12.24
航空自衛隊西部
航空警戒管制団
整備補給群司令

R1.11.15 R2.6.29
器材等の整備及
び物品管理補給
業務の指導監督

R2.6.29 R2.6.30 株式会社帝国データバンク 企業信用調査等
顧問（契約社
員）

無 有

9 山野　正志 56 自衛隊埼玉地方協力本部長 R2.6.10 R2.6.15
自衛隊埼玉地方
協力本部長

R2.6.10 R2.6.29
方面総監の指揮
監督を受け、部
務を掌理

R2.6.29 R2.7.1 旭タンカー株式会社
海運業、通関業、船舶管理事
業等

調査役（嘱
託）

無 有

10 長縄　光則 56
陸上自衛隊第４施設団本部付
（陸上自衛隊第４施設団副団
長）

R1.10.7 R2.1.9

①陸上自衛隊第
４施設団副団長
②陸上自衛隊第
４施設団副団長

①R1.10.7
②R2.3.16

①R2.3.15
②R2.7.16

①団長の補佐
②特に命ぜられ
た事項

R2.7.16 R2.8.1
東京海上日動火災保険株式
会社

損害保険業等
損害サービス
主任

無 有

11 加藤　浩一 59
自衛隊横須賀病院歯科診療部
長

R1.5.10 R1.12.4
自衛隊横須賀病
院歯科診療部長

R1.5.10 R2.7.31 部務統括 R2.7.31 R2.8.1 学校法人神奈川歯科大学 学校教育 歯学部教授 無 無

12 徳橋　浩志 55
陸上自衛隊補給統制本部総務
部長

R2.4.16 R2.6.16
陸上自衛隊補給
統制本部総務部
長

R2.4.16 R2.7.31

補給統制本部及
び十条駐屯地の
総務、広報、人
事、施設管理、
輸送、厚生及び
防疫衛生等業務
に関する事項

R2.7.31 R2.8.1 第一生命保険株式会社 生命保険業
顧問（常勤嘱
託）

無 有

13 名越　究 50 防衛省人事教育局衛生官 R1.11.14 R2.6.19
防衛省人事教育
局衛生官

R1.11.14 R2.7.31
自衛隊衛生の管
理

R2.7.31 R2.8.1 国立大学法人島根大学 教育・研究
島根大学医学
教授

無 無

14 柳沢　貴生 56 情報本部東千歳通信所長 R2.2.12 R2.5.11
情報本部東千歳
通信所長

R2.2.12 R2.7.31
通信所長に関す
る業務

R2.7.31 R2.8.1 防衛省職員生活協同組合
協同互助の精神に基づく共済
事業

参事 無 無

自衛隊法第65条の11第５項の規定に基づく報告
（令和２年４月１日～同年６月30日分）

【１． 自衛隊法第65条の11第１項の規定に基づく届出関連】

番号 氏名 離職時の年齢 官職又は階級
約束前の求職

開始日
（注１）

再就職の約束
をした日

求職の承認
の有無

（注３）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注

４，５）
官職又は階級

在職期間

職務内容

約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容
（注１）

離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお

ける地位

別紙２



自 至

番号 氏名 離職時の年齢 官職又は階級
約束前の求職

開始日
（注１）

再就職の約束
をした日

求職の承認
の有無

（注３）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注

４，５）
官職又は階級

在職期間

職務内容

約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容
（注１）

離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお

ける地位

15 吉塚　毅 55
陸上自衛隊関西補給処桂支処
長

R1.12.16 R2.1.31
陸上自衛隊関西
補給処桂支処長

R1.12.16 R2.7.31

補給整備業務の
指導･監督、駐
屯地業務隊業務
の指導･監督

R2.7.31 R2.8.1 横河電子機器株式会社 各種電子機器等の開発・製造 参与 無 有

16 大津　勝利 55
陸上自衛隊教育訓練研究本部
教育部統率教育室長

R2.2.27 R2.4.28

①陸上自衛隊教
育訓練研究本部
教育部作戦運用
教育第１室長
②陸上自衛隊教
育訓練研究本部
教育部統率教育
室長

①R2.2.27
②R2.3.16

①R2.3.15
②R2.8.1

①作戦運用に関
する教育室長
②統率教育に関
する教育室長

R2.8.1 R2.8.2 大日本精化工業株式会社
顔料、プラスチック用着色剤
等の製造及び販売

社員寮管理人 無 有

17 倉田　裕 55 航空自衛隊第６高射群司令 R1.11.18 R2.4.27
航空自衛隊第６
高射群司令

R1.11.18 R2.8.1

防空行動及び弾
道ミサイル等に
対する任務に係
る監督及び指導

R2.8.1 R2.8.2 弘済企業株式会社
保険代理店及び石油類納入代
行業

石油部業務課
長

無 有

18 竹迫　退介 59 陸上自衛隊警務隊副隊長 R1.9.11 R2.2.6
陸上自衛隊警務
隊副隊長

R1.9.11 R2.8.1

警務隊隊務に関
する警務隊長補
佐、警務隊本部
内の事務整理

R2.8.1 R2.8.2 一般社団法人シーソック 中国遺棄化学兵器処理
特殊専門家
（契約社員）

無 無

19 中川　博英 55
陸上自衛隊需品学校副校長兼
企画室長

R2.3.3 R2.6.5
陸上自衛隊需品
学校副校長兼企
画室長

R2.3.3 R2.8.1
学校長の補佐及
び企画室におけ
る各種業務指導

R2.8.1 R2.8.2 ユニチカ株式会社
高分子事業、機能資材事業、
繊維事業等

顧問（嘱託） 無 有

20 南　浩 55
陸上自衛隊陸上総隊司令部監
察官

R2.3.19 R2.5.22
陸上自衛隊陸上
総隊司令部監察
官

R2.3.19 R2.8.1
監察官に関する
業務

R2.8.1 R2.8.2 アサヒ飲料株式会社 各種飲料水製造販売事業等
常勤顧問（契
約社員）

無 有

21 東井　清寧 55 海上自衛隊艦船補給処長 R1.12.1 R2.6.19
海上自衛隊艦船
補給処長

R1.12.1 R2.8.3 処務統括 R2.8.3 R2.8.4 京濱港運株式会社 港湾運送業 部長 無 有

22 阿部　博文 55 情報本部総務部長 R2.2.17 R2.3.5
情報本部総務部
長

R2.2.17 R2.8.1

情報本部におけ
る総務（庶
務）、人事、会
計等に関する業
務の統括

R2.8.1 R2.9.1 日本テクサ株式会社
委託警備、防犯設備システム
保守等

係長 無 有

23 木村　洋 56
航空自衛隊航空支援集団司令
部防衛部長

R2.3.30 R2.6.1
航空自衛隊航空
支援集団司令部
防衛部長

R2.3.30 R2.9.19

防衛警備計画の
立案、各種事態
対処、国際緊急
援助活動及び災
害派遣等の統制

R2.9.19 R2.9.20
株式会社ワンビシアーカイ
ブズ

情報記録類の保管・管理等 参事 無 有

24 中村　靖彦 56
陸上自衛隊陸上総隊システム
通信団中央野外通信群長

R1.12.11 R2.2.14

陸上自衛隊陸上
総隊システム通
信団中央野外通
信群長

R1.12.11 R2.9.30 部隊の指揮 R2.9.30 R2.10.1 日本電業工作株式会社 電気通信機器の製造販売等 担当部長 無 有

（注１）約束前の求職開始日とは、再就職の約束をした日以前の隊員としての在職期間中における以下の①から③までの日のいずれか早い日をいう。

①再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

②再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

③再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

該当する日がなかった場合（自衛隊法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第320号。以下「改正政令」という。）の施行日（平成30年１月１日）前に約束前の求職開始日があった場合を含む。）には、「約束前の求職開始日」欄に「－」と記載し、「約束前の求職開始日以後の隊員と

しての在職状況及び職務内容」欄に、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容を記載している。

（注２）「再就職日」には、「再就職予定日」が含まれる。

（注３）「求職の承認」とは、自衛隊法第65条の３第２項第５号の規定に基づく承認をいう。

（注４）「防衛大臣の援助」とは、自衛隊法第65条の10第１項の規定に基づき、防衛大臣が行う若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。

（注５）「官民人材交流センターの援助」とは、自衛隊法第65条の10第２項において準用する国家公務員法（昭和22年法律第120号）第18条の５第１項及び第18条の６の規定に基づき、官民人材交流センターが行う一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。



自 至

1 高橋　徹 56
航空自衛隊航空システム通信
隊副司令

H30.11.24 R2.4.1 損害保険料率算出機構 自賠責保険の損害調査業務 損害調査職員 無 無

2 仲　啓介 56
航空自衛隊幹部候補生学校副
校長

H31.1.27 R2.6.16 三菱電機株式会社
発電機、家電、ｴﾚﾍﾞｰﾀ、ﾚｰ
ﾀﾞｰ、飛しょう体、人工衛星
等の製造・販売

システム技術
担当部長（嘱
託）

無 無

3 細野　英揮 55 統合幕僚学校教育課長 H31.3.31 R2.4.1
フジビジネスジェット株式
会社

航空運送事業及び航空機使用
事業

運航部長 無 無

4 小山　均 60
防衛装備庁調達管理部企業調
査官

R1.7.30 R2.5.1 三菱電機株式会社 電気機械器具製造業
防衛システム
事業部長付

無 無

5 深山　延暁 61 防衛装備庁長官 R1.7.30 R2.6.19
特定非営利活動法人NBCR対
策推進機構

地方自治体、企業等を対象と
したCBRNE災害対策に関する
知識の啓発等

副会長 無 無

6 清水　和人 55
陸上自衛隊海田市駐屯地業務
隊長

R1.7.12
陸上自衛隊海田
市駐屯地業務隊
長

R1.7.12 R1.12.1
駐屯地業務隊の
隊務を統括

R1.12.1 R2.4.1 福山市役所 地方公務 総務部参与 無 有

7 山口　芳正 55
陸上自衛隊練馬駐屯地業務隊
長

R1.11.21
陸上自衛隊練馬
駐屯地業務隊長

R1.11.21 R1.12.1
業務隊業務に関
する総括全般

R1.12.1 R2.4.1 埼玉県庁 地方公務 危機対策幹 無 有

8 山本　喜清 55
海上自衛隊システム通信隊群
司令

R1.7.31
海上自衛隊シス
テム通信隊群司
令

R1.7.31 R1.12.2 隊務統括 R1.12.2 R2.4.1 明治安田生命保険相互会社 生命保険業 顧問（嘱託） 無 有

9 麻生　竜伸 55
陸上自衛隊東部方面総監部監
察官

R1.9.13
陸上自衛隊東部
方面総監部監察
官

R1.9.13 R1.12.20
監察業務全般に
関する指導・監
督

R1.12.20 R2.4.1 名古屋市役所 地方公務
防災危機管理
局危機対策室
主幹

無 有

10 荒木　文博 58 航空幕僚副長 R1.12.20 R2.4.1 スカパーＪＳＡＴ株式会社 放送、通信、宇宙通信事業 顧問（嘱託） 無 無

11 井上　浩秀 58
航空自衛隊航空開発実験集団
司令官

R1.12.20 R2.4.1 株式会社ＩＨＩ
航空機、飛しょう体等及びそ
の関連機器の設計、製造等

顧問（嘱託） 無 無

12 大塚　海夫 59 情報本部長 R1.12.20 R2.4.1 伊藤忠商事株式会社 総合商社 参与 無 無

13 岡﨑　光博 56 海上自衛隊第４術科学校長 R1.12.20 R2.5.1
ジブラルタ生命保険株式会
社

生命保険業 顧問 無 無

14 佐藤　直人 58 防衛装備庁長官官房装備官 R1.12.20 R2.4.16 株式会社日本製鋼所 製造業 顧問 無 無

15 島　眞哉 60 近畿中部防衛局長 R1.12.20 R2.4.1 佐藤工業株式会社
建設工事の請負ならびに企
画、測量、監理およびコンサ
ルティング業務等

本社顧問 無 無

16 廣瀨　行成 59 防衛研究所長 R2.1.31 R2.4.1
防衛省共済組合市ヶ谷会館
所属所

宿泊業等 館長 無 無

17 森　佳美 59
防衛省地方協力局地方協力企
画課地域政策調査分析官（防
衛装備庁調達事業部長）

R2.1.31 R2.5.11 株式会社ハーベス 化学製造業
新市場開拓室
長

無 無

18 弥永　正一 56
陸上自衛隊九州補給処総務部
長

R2.2.8 R2.4.1 上峰町役場 地方公務
危機管理対策
監（特定任期
付職員）

無 無

【２．自衛隊法第65条の11第４項の規定に基づく届出関連】

番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職又は階級
離職前の求職
開始日
（注１）

離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状
況及び職務内容（注１）

離職日 再就職日 再就職先の名称
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無（注２）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注
３，４）

官職又は階級

在職期間

職務内容

再就職先の業務内容



自 至

番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職又は階級
離職前の求職
開始日
（注１）

離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状
況及び職務内容（注１）

離職日 再就職日 再就職先の名称
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無（注２）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注
３，４）

官職又は階級

在職期間

職務内容

再就職先の業務内容

19 児島　健介 56
海上自衛隊東京業務隊付（海
上幕僚監部首席法務官付法務
室長）

R1.10.29

①海上幕僚監部
首席法務官付法
務室長　②海上
自衛隊東京業務
隊付

①R1.10.29
②R2.2.1

①R2.1.31
②R2.3.6

①室務統括　②
特に命ぜられた
事項

R2.3.6 R2.4.1 横須賀市役所 地方行政
基地対策課長
補佐

無 有

20 重村　和幸 55
陸上自衛隊東部方面後方支援
隊長

R2.1.7
陸上自衛隊東部
方面後方支援隊
長

R2.1.7 R2.3.16
後方支援業務全
般に関する指
導・監督

R2.3.16 R2.4.1 江東区役所 地方公務
総務部危機管
理課長

無 有

21 寺西　孝之　　 55
陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊
長

R1.11.15
陸上自衛隊伊丹
駐屯地業務隊長

R1.11.15 R2.3.16
駐屯地業務隊の
隊務を総括

R2.3.16 R2.4.3 京都府庁 地方公務

災害対策課訓
練指導担当課
長（任期付事
務職員）

無 有

22 照沼　敏 55
陸上自衛隊教育訓練研究本部
教育部戦略教育室長

R1.11.28

陸上自衛隊教育
訓練研究本部教
育部戦略教育室
長

R1.11.28 R2.3.16
幹部高級課程の
学生指導、戦略
に係る教育

R2.3.16 R2.4.1 仙台市役所 地方公務
危機管理室危
機対策調整担
当課長

無 有

23 轟　伊佐雄 59
陸上自衛隊阪神病院副院長兼
陸上自衛隊阪神病院企画室長

R2.1.16
陸上自衛隊阪神
病院副院長兼企
画室長

R2.1.16 R2.3.16

病院長の補助、
院内の整備業
務、企画室業務
の指導・監督

R2.3.16 R2.4.1 厚生労働省 厚生及び労働に係る行政
九州厚生局指
導医療官

無 無

24 濵﨑　文明 55
陸上自衛隊高射学校副校長兼
企画室長

H31.1.24
陸上自衛隊高射
学校副校長兼企
画室長

R2.1.24 R2.3.16

学校長の行う校
務の統括の補佐
及び業務計画、
組織、定員等に
関すること

R2.3.16 R2.4.1 福岡市役所 地方公務
防災企画課課
長

無 有

25 星野　浩幸 55
防衛研究所教育部教育課定運
営室長

R1.11.29
防衛研究所教育
部教育課定運営
室長

R1.11.29 R2.3.16
教育課程運営室
全般統制特別課
程担当

R2.3.16 R2.4.1 蒲郡市役所 地域防災業務 防災官 無 有

26 松﨑　早博 55
陸上自衛隊教育訓練研究本部
教育部作戦運用教育第一室教
官

R2.2.5

陸上自衛隊教育
訓練研究本部教
育部作戦運用教
育第一室教官

R2.2.5 R2.3.16
作戦運用に関す
る教育

R2.3.16 R2.4.1 鹿児島県庁 地方公務
危機管理・防
災業務

無 有

27 岩村　公史 57 陸上自衛隊第９師団長 R2.3.18 R2.5.12 株式会社エル・カレア
障害者就職支援を含む企業、
団体コンサルティング全般等

発起人及び代
表取締役

無 無

28 滝澤　博文 57
陸上自衛隊第６師団副師団長
兼神町駐屯地司令

R1.12.10
陸上自衛隊第６
師団副師団長兼
神町駐屯地司令

R1.12.10 R2.3.18 師団長の補佐 R2.3.18 R2.4.1 品川区役所 地方公務 参事 無 無

29 古田　清悟 57 陸上自衛隊富士教導団長 R2.3.18 R2.4.27 万年筆工房ＦＵＲＵＴＡ 万年筆の作成販売 個人事業主 無 無

30 髙橋　豊 55
航空自衛隊航空教育集団司令
部監理監察官

R1.10.21
航空自衛隊航空
教育集団司令部
監理監察官

R1.10.21 R2.3.30

司令官の補佐及
び隷下部隊の部
隊運営に対する
監理監察及び監
査業務

R2.3.30 R2.4.1 石川県庁 地方公務

危機管理監室
危機対策課参
事兼消防保安
課参事（任期
付職員）

無 無

31 吉川　尚徳 55
海上自衛隊幹部学校防衛戦略
教育研究部長

R1.11.26
海上自衛隊幹部
学校防衛戦略教
育研究部長

R1.11.26 R2.3.30 部務統括 R2.3.30 R2.4.1 横浜市役所 地方行政
危機管理部緊
急対策課担当
課長

無 有

32 片原　栄一 60
防衛研究所特別研究官（国際
交流・図書担当）（防衛研究
所地域研究部長）

R2.3.31 R2.4.1 長良建設株式会社
建築一式工事の設計、施工、
不動産の管理、賃貸

取締役 無 無

33 幸野　哲也 60 統合幕僚学校総務課長 R2.3.28
統合幕僚学校総
務課長

R2.3.28 R2.3.31
校務運営におけ
る総務業務

R2.3.31 R2.6.1
一般社団法人日本大腸肛門
病学会

会員である医師の研修発表・
学術講演のための集会（総
会、セミナー等）の開催、学
会誌及び図書等の刊行、専門
医／指導医の認定及び認定施
設の認定

事務局員 無 無

34 須藤　恭史 60
防衛装備庁艦艇装備研究所川
崎支所長

R2.3.21
防衛装備庁艦艇
装備研究所川崎
支所長

R2.3.21 R2.3.31

磁気または水中
電界を用いる装
備品の試験研究
に関する総括業
務

R2.3.31 R2.4.27 株式会社リソー教育 受験指導

個別進学指導
塾「ＴＯＭＡ
Ｓ」巣鴨校講
師

無 無

35 外園　博一 62 防衛装備庁防衛技監 R2.3.31 R2.6.1 三菱重工業株式会社
産業機器、航空・宇宙機器、
船舶等の開発・製造

顧問 無 無
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番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職又は階級
離職前の求職
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（注１）
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再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無（注２）
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職務内容

再就職先の業務内容

36 山岡　建夫 60 防衛装備庁電子装備研究所長 R2.3.31 R2.5.29
一般社団法人日本航空宇宙
工業会

航空宇宙機器の生産、流通及
び市場等の調査等

常務理事 無 無

37 吉武　辰明 56
陸上自衛隊教育訓練研究本部
付（陸上自衛隊教育訓練研究
本部教育部統率教育室長）

R1.11.21

①陸上自衛隊教
育訓練研究本部
教育部統率教育
室長　②陸上自
衛隊教育訓練研
究本部付

①R1.11.21
②R2.3.16

①R2.3.15
②R2.5.4

①統率教育に関
する教育室長
②特に命ぜられ
た事項

R2.5.4 R2.5.5
三井住友海上火災保険株式
会社

損害保険事業等 防災専任職 無 有

38 森川　俊治 56
陸上自衛隊化学学校付（陸上
自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊
長）

R1.11.8

①陸上自衛隊
霞ヶ浦駐屯地業
務隊長　②陸上
自衛隊化学学校
付

①R1.11.8
②R2.3.16

①R2.3.15
②R2.5.27

①駐屯地業務全
般に関する業務
②特に命ぜられ
た事項

R2.5.27 R2.5.28
東京海上日動火災保険株式
会社

損害保険事業等
損害サービス
主任

無 有

（注１）離職前の求職開始日とは、隊員としての在職期間中における以下の①から③までの日のいずれか早い日をいう。

①再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

②再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

③再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

該当する日がなかった場合（自衛隊法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第320号。以下「改正政令」という。）の施行日（平成30年１月１日）前に離職前の求職開始日があった場合を含む。）には、「離職前の求職開始日」欄及び「離職前の求職開始日から

離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容」欄に、「－」と記載している。

（注２）「求職の承認」とは、自衛隊法第65条の３第２項第５号の規定に基づく承認をいう。

（注３）「防衛大臣の援助」とは、自衛隊法第65条の10第１項の規定に基づき、防衛大臣が行う若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。

（注４）「官民人材交流センターの援助」とは、自衛隊法第65条の10第２項において準用する国家公務員法第18条の５第１項及び第18条の６の規定に基づき、官民人材交流センターが行う一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。

(注５) 管理職隊員以外の隊員である間に再就職の約束をした者で、一度でも管理職隊員であったことがある者については、「自衛隊法第65条の11第４項の規定に基づく届出」として本表に掲載。



（参考） 
 

○ 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）（抄） 

 
（防衛大臣への届出等）  

第六十五条の十一 隊員（退職手当通算予定隊員を除く。）は、離職後に営利企業等の

地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、

任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者である

ときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければなら

ない。 
２ （略） 
３ 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員

（以下「管理職隊員」という。）であつた者（退職手当通算離職者を除く。次項にお

いて同じ。）は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で

定めるものに就こうとする場合（第一項の規定による届出をした場合を除く。）には、

あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け

出なければならない。 
一 行政執行法人以外の独立行政法人  
二 特殊法人（法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立

行為をもつて設立された法人（独立行政法人に該当するものを除く。）のうち政

令で定めるものをいう。） 
三 認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を

要する法人のうち政令で定めるものをいう。） 
四 公益社団法人又は公益財団法人（国と特に密接な関係があるものとして政令で

定めるものに限る。） 
４ 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就

き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合（報酬を得る場

合に限る。）又は営利企業（前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。）の地位に

就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられ

る者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、

速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。 
５ 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出（第一項の規定による届出にあ

つては、管理職隊員がしたものに限る。）を受けた事項について、遅滞なく、政令で

定めるところにより、内閣に報告しなければならない。 
６ 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものと

する。 
 


